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Ⅰ 住吉区制 100 周年事業の基本的な考え方 

 

１． 基本理念 

   令和７年４月１日に住吉区制 100 周年を迎えるにあたり、地域の歴史と文化を振り

返りながら、区民の皆さまにも参加いただけるイベントとすることで、「すみよいまち

“えーとこ住吉”」を実感していただける記念事業をめざします。 

 

２． 実施方針 

（1） 地域住民の積極的な参加を促し、区全体が一体となって 100 周年を祝います。 

（2） これまでの歴史を振り返り、改めて区の発展や魅力を再認識し、区への愛着や

誇りを高めます。 

（3） 区制 100 周年を契機に、地域資源をより一層活用し、住民が楽しみ、集う、地

域の賑わいを創出します。 

 

３． 実施体制 

事業を実施する体制として、令和 6 年 5 月に「住吉区制 100 周年事業プロジェクト

チーム（以下、「PT」という。）」を設置しました。区長、副区長、各課課長、総務課

職員で構成しています。 

 

４． 実施期間 

令和 6 年 5 月 27 日から令和８年３月 31 日 

 

 

 

 

 



５． ロゴマークとキャッチフレーズ 

ロゴマーク: 住吉区のシンボルである住吉大社の太鼓橋をメインに、緑色と水色を取り

入れ「花と緑と潤いのあるまち」住吉区をイメージしてデザインしました。「まーる

いもの」が好きなすみちゃんに似合うように、丸で「100」の 0 を表しています。 

 

キャッチフレーズ: 『おかげさまで 100周年 これからも地域とともに』 

100 年もの長きにわたり、住吉区の発展にご尽力いただいた地域の皆さまのお力添

えに心から感謝の意を表するとともに、これからも更なる区の発展・繁栄をめざし、

地域の皆さまに寄り添い、ともに歩んでいきたいという気持ちを込めています。 

 

■作品の選定方法 

令和 6 年 6 月～7 月に住吉区役所職員より案を募集、職員による投票で上位３つに

絞り、令和 6 年 7 月 11 日に開催された地域活動協議会会長会にて最終決定しました。 

 

■ロゴマークとキャッチフレーズの活用 

 区制 100 周年という大きな節目の年を区内外に広く PR し、より多くの区民や事業

者の皆さまと一体感を持って盛り上げていくためのシンボルとして活用します。 



 区の印刷物や記念品等に使用するほか、「住吉区制 100 周年記念ロゴマーク」使用取

扱要領を定め、区役所以外の団体等が様々な場面で活用できるようにします。 

 

Ⅱ 住吉区制 100 周年事業実施計画 

 

１． イベント 

令和 7 年 10 月開催予定の区民まつりにて、区制 100 周年に関するイベントを実施し

ます。イベント内容は PT で検討を行い、区民まつり実行委員会とご相談して決定し

ます。 

 

２． 冠事業 

区で毎年実施している事業や、新たに実施する事業、地域で実施されるイベント等

に、記念事業として冠付けをおこないます。 

 

３． 記念品の作成・配布 

ロゴマークやキャッチフレーズの入った記念品を作成し、各種イベント等で来場者

に対して配布することにより、100 周年の機運を醸成します。 

 

４． 100 年の歩みを振り返る事業 

（１）写真展の開催 

区民の皆さまから、住吉区に関係のある昔の写真を広く募集（令和６年９月～）

し、住吉区の過去と現在を表す写真パネルを作成して、区民まつり等イベント当日に

区民センター等に展示を行います。 

 

 

 

 



（２）デジタル記念誌の作成 

住吉区の昔の写真に加え、イベント当日の写真や、参加者のコメント等も盛り込ん

だデジタル記念誌を作成します。SDGｓの観点から、紙ではなくデジタルでの作成を

予定しており、令和 7 年度末に公開予定とします。 

 

５． 広報事業 

記念事業をより効果的なものとするため、区内外に向けて積極的な広報を行います。 

（1） 広報紙やホームページ等を活用し、区制 100 周年を迎えることを広く周知すると

ともに、記念事業に関する情報発信を行ない、区民の関心と参加意欲を高めます

（随時）。 

（2） 庁内外にて懸垂幕やのぼりを設置（令和６年冬以降）するとともに啓発物品を配

布（随時）することで、区制 100 周年を迎えることを来庁者等に周知します。 

（3） ロゴマークとキャッチフレーズは、区の印刷物や記念品に使用するほか、区以外

の団体等が様々な場面で活用できるようにします。 

 

 

以上の計画を基に、住吉区制 100 周年事業を成功させましょう。 

 


